
 

『令和６年度税制改正大綱（１） 所得税等の４万円特別控除』 
 

 今回の税制改正では、物価上昇を上回る賃金上昇の実現を最優先の課題とする中で、所得税・個人

住民税の定額減税により、いっそう目に見える形で可処分所得を伸ばすことに力点を置いた。令和６年

分の合計所得金額が１，８０５万円以下（給与所得の場合は収入金額２，０００万円以下）の者に対し、以

下の特別控除が行われる。【所得税】本人、同一生計配偶者及び扶養親族で１人につき３万円。〇給与

所得者：令和６年６月１日以後最初に支給される給与等の源泉徴収額から控除。〇事業所得者等：令

和６年分の所得税に係る第１期分予定納税額から本人分（３万円）を

控除。申請により同一生計配偶者等の控除もできるようにする。〇公

的年金受給者：令和６年６月１日以後最初に支払を受ける公的年金

等の源泉徴収額から控除。【個人住民税】本人、控除対象配偶者及び

扶養親族で１人につき１万円。〇給与所得者：令和６年６月の給与支

給時には特別徴収はせず、特別控除の額を控除した後の個人住民

税の額の１１分の１の額を、翌７月から令和７年５月まで毎月徴収。〇

事業所得者等：令和６年分の個人住民税に係る第１期分の納付額か

ら控除。〇公的年金受給者：令和６年１０月１日以後最初に支払を受

ける公的年金等の特別徴収税額から控除。 
 

『令和４事務年度相続税調査状況 件数、追徴税額とも増加』 
 

 国税庁はこのほど、令和４事務年度における相続税の調査等の状況をとりまとめ公表した。 

 令和４事務年度においては、令和３事務年度から、実地調査件数（８，１９６件）、追徴税額合計（６６９億

円）ともに増加（対前事務年度比１２９．７％、１１９．５％）。簡易な接触（電話、文書による連絡、来署依頼

による面接等）の件数は １５，００４件（同１０１．９％）、申告漏れ等の非違件数は３，６８５件（同１０１．３％）、

申告漏れ課税価格は６８６億円（同１０８．９％）、追徴税額合計は８７

億円（同１２５．２％）と、いずれも事績の公表を始めた平成２８事務

年度以降で最高となった。無申告事案の追徴税額は１１１億円（同

１４８．７％）と増加し、こちらも公表開始以降で最高となった。海外資

産に係る申告漏れ等の非違件数は１７４件（同１５１．３％）、海外資

産に係る申告漏れ課税価格は７０億円（同 １２５．２％）と増加。令和

2年に件数、課税価格とも前年対比の半数前後に減少したが、そこ

から3年連続で増加している。贈与税に関しては、実地調査件数２，

９０７件（同１２２．０％）、追徴税額は７９億円（同 １１５．１％）。内訳は

無申告による追徴の割合が８割超、内容は現金・預貯金等が約7割

を占めた。 
              

出典元：日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM) ※本記事・内容の無断転載を禁じます 
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